
－７－������������	
����

������������
��������	
�����

����������	�
��

��������	
���������	
����

��������	
�����

��������	
������������	
���

��������	
����
��������
�

����

������

����
　市の文化・芸術の祭典「下田市芸術祭」を開催します。皆
さんの応募、参加をお待ちしています。
����　下田市内在住者、在勤者または稽古場に通ってい
る人ならどなたでも参加できます。ただし、展示部門につ
いては社会人に限ります。

������　��（油彩画・水彩画・版画・水墨画・日本

画・魚拓・写真・書道・陶芸・剥き物 他）、���（押し
花・海藻おしば・ステンドグラス・手芸・人形・粘土工
芸・木工芸・木目込み人形・パッチワーク・絵手紙・刺繍

他）、����������	�
��
�（詩吟・筝曲・

長唄・邦舞・民舞・民謡・舞踊 他）、�����（コーラ
ス・シャンソン・器楽・吹奏楽・フラダンス・バレエ 他）、

��（俳句･短歌）、��
��������

　�出品は、１人２種目以内各１点とし、自作の作品に限る。
　�絵画作品は、額縁へ入れること。書道作品は、額または

仮巻き以上とすること。写真作品は、四つ切以上全紙ま
でとし、額入れまたはパネル張りにすること。

����　教育委員会生涯学習課に用意してある所定の応募
用紙で、応募してください。

����　９月２９日 （月） ※邦楽・邦舞、洋楽・洋舞部門は２５
日 （木）

���　申込をされた方（出品者･出演者）は１０月４日 （土） 午
後７時から開催される参加部門別会議に必ず参加してくだ
さい。
�����

　下田市芸術祭執行会（教育委員会生涯学習課）
　��５０５５
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会　場会　期ジャンル

市民文化会館
（小ホール）
（大会議室）
（ロビー）

１１月７日 （金） ～
９日 （日）

９ ：００～１７：００
 （最終日は１６：００）
※会期前日
　１２：００～１３：００搬入
　最終日
　１６：００～１７：００搬出

���

油彩画・水彩画・版
画・水 墨 画・日 本
画・写真・陶芸 他

前　
　
　
　
　
　
　

期

����

ステンドグラス・手
芸・人形・絵手紙・
粘土工芸・木工芸・
木目込み人形・刺
繍・パ ッ チ ワ ー ク他

中央公民館
（大会議室）

１１月８日 （土）
１２：００～１７：００

����

市民文化会館
（大ホール）

１１月９日 （日）　
１２：００～１８：００

詩吟・筝曲・
長唄・日舞・
民舞・民謡 他

��

��

市民文化会館
（小ホール）
（大会議室）
（ロビー）

１１月１４日 （金） ～
１６日 （日）

９ ：００～１７：００
 （最終日は１６：００）
※会期前日
　１２：００～１３：００搬入
　最終日
　１６：００～１７：００搬出

���

　書道・魚拓・剥き物

後　
　
　
　
　
　

期

����

　押し花・海藻おしば

�����

市民文化会館
（大ホール）

１１月１５日 （土）
　１３：００～２０：００

������

������

�����

中央公民館
（大会議室）

１１月１６日 （日）
９ ：００～１７：００　

����

※会期、会場は応募状況により変更することがあります。
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集合場所収集範囲活動日

白浜・原田区駐車場白 浜 海 岸 周 辺１０月４日 （土）

下 田 公 園 駐 車 場
 （海中水族館側）

下 田 公 園 周 辺１１月１日 （土）

爪木崎海岸駐車場爪木崎海岸周辺１２月６日 （土）

敷 根 公 園 駐 車 場敷 根 １ 号 線２月７日 （土）

弁 天 島 公 園柿崎弁天島周辺３月７日 （土）
※１月の指定場所清掃活動はお休みします。
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を
お
願
い
し
ま
す
。（
病
院
に
か
か

る
と
き
の
自
己
負
担
割
合
は
、
変

わ
り
ま
せ
ん
。）
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�
�
（
退
職
被
保
険
者
）

�
下
田
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る　

歳
未
満
の
人

６５

�
厚
生
年
金
や
共
済
年
金
な
ど
の

加
入
期
間
が　

年
以
上
あ
る
人

２０

も
し
く
は　

歳
以
降
の
加
入
期

４０

間
が　

年
以
上
あ
る
人
で
年
金

１０

を
受
け
ら
れ
る
人

�
�
�
�
（
退
職
被
保
険
者
本
人

と
生
活
を
共
に
し
、
主
に
退
職
被

保
険
者
本
人
の
収
入
に
よ
り
生
計

を
維
持
し
て
い
る
者
）

�
下
田
市
国
民
健
康
保
険
に
加
入

し
て
い
る　

歳
未
満
の
人

６５

�
退
職
被
保
険
者
の
直
系
尊
属
、

配
偶
者
と
３
親
等
以
内
の
親
族
、

ま
た
は
配
偶
者
の
父
母
と
子

�
年
間
収
入
が
１
３
０
万
円
（
障

害
者
や　

歳
以
上
の
人
に
つ
い

６０

て
は
１
８
０
万
円
）
未
満
の
人

�
�
�
�
�
�
�

　

ま
ず
は
健
康
増

進
課
国
保
年
金
係

ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
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健
康
増
進
課
国
保
年
金
係

�
�
３
９
２
２
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秋
の
日
は
つ
る
べ
落
と
し
と
言

わ
れ
る
ほ
ど
日
が
暮
れ
る
の
も
日

一
日
と
早
ま
り
ま
す
。
こ
の
時
期

は
、
夕
暮
れ
時
か
ら
夜
間
に
か
け

て
の
交
通
事
故
が
多
く
な
る
傾
向

が
あ
り
ま
す
。

　

皆
さ
ん
、交
通
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー

を
守
り
、
ゆ
と
り
と
思
い
や
り
を

持
っ
て
行
動
し
ま
し
ょ
う
。

�
�
�
�
�

○
高
齢
者
の
交
通
事
故
防
止

�
�
�
�
�

○
飲
酒
運
転
の
根
絶

○
夕
暮
れ
時
と
夜
間
の
歩
行
中
・

自
転
車
乗
用
中
の
交
通
事
故
防
止

○
全
て
の
座
席
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト

と
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
正
し
い

着
用
の
徹
底
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・
夕
暮
れ
時
は
、
早

め
に
ラ
イ
ト
を
点
灯

し 
ま 
し 
ょ 
う 
。

・
夜
間
自
転
車
に
乗

る
と
き
は
、
必
ず
ラ

イ
ト
を
点
灯
し
、
自

分
の
位
置
を
知
ら
せ
る
た
め
反
射

材
を
取
り
付
け
ま
し
ょ
う
。

・
夜
間
外
出
す
る
と
き
は
、
明
る

い
服
装
で
必
ず
反
射
材
を
着
用
し

ま
し
ょ
う
。
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・
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
は
、
運
転
席
・

助
手
席
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
後

部
座
席
に
乗
車
す

る
際
に
も
、
着
用

し
ま
し
ょ
う
。

・
幼
児
を
乗
車
さ

せ
る
際
は
、
体
格

に
合
っ
た
チ
ャ
イ

ル
ド
シ
ー
ト
の
着

用
と
後
部
座
席
へ
の
正
し
い
取
り

付
け
を
し
ま
し
ょ
う
。
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�
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・「
飲
ん
だ
ら

乗
ら
な
い
、
乗

る
な
ら
飲
ま
な

い
、
乗
る
な
ら

飲
ま
せ
な
い
」

を
確
実
に
実
践

し
ま
し
ょ
う
。

�
�
�
�　

市
民
課
防
災
係

�
�
２
２
１
５

他
の
健
康
保
険
証
と
重
複
し

て
い
る
人
は
い
ま
せ
ん
か
。

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
に

も
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

氏
名
や
生
年
月
日
に
誤
り
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。

転
居
・
転
出
な
ど
住
所
を
異

動
し
た
人
は
い
ま
せ
ん
か
。

学
生
用
の
保
険
証
が
交
付
さ

れ
て
い
る
世
帯
の
方
、
現
在

お
持
ち
の
保
険
証
（
学
）
の
有
効

期
限
は
切
れ
て
い
ま
せ
ん
か
。

　

上
記
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
、
手
続
き
が
必
要
で
す
。
健

康
増
進
課
（
３
番
の
窓
口
）
で
手

続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

国
民
健
康
保
険
税
が
未
納
に
な
っ

て
い
る
世
帯
の
方
は
、
新
し
い
保

険
証
を
税
務
課
の
窓
口
で
更
新
し

て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
　

月
に
な
っ
て
も
、
新
し
い
保

１０
険
証
が
届
か
な
い
場
合
は
市
役
所

健
康
増
進
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、﹇
う
ぐ
い
す
色
﹈
の
保
険

証
は　

月
１
日
か
ら
使
用
で
き
な

１０

く
な
り
ま
す
。
各
自
ハ
サ
ミ
で
切

る
な
ど
処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

　

退
職
者
の
医
療
費
は
、
本
人
が

病
院
に
か
か
っ
た
と
き
の
自
己
負

担
と
保
険
税
の
ほ
か
、
今
ま
で
お

勤
め
し
て
い
た
職
場
の
健
康
保
険

な
ど
か
ら
の
拠
出
金
が
財
源
と
な
っ

て
い
ま
す
。
退
職
者
医
療
制
度
の

対
象
と
な
る
方
の
届
け
出
に
よ
り
、

本
来
拠
出
金
で
負
担
す
べ
き
医
療

費
分
は
国
保
で
負
担
す
る
必
要
が

な
く
な
り
、
加
入
者
の
み
な
さ
ん

の
税
負
担
の
軽
減
に
も
つ
な
が
り

ま
す
。

　

次
の
事
項
に
該
当
さ
れ
る
方
に

つ
い
て
は
、
切
り
替
え
の
手
続
き

　新しい保険証は�������、９月下旬に郵便でお届けしま

す。保険証が届きましたら、次のことを確認してください。
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飲んだら�
乗るな！�
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